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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

２７

規

則

○
東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
調
査
課
）…
�

○
東
京
消
防
庁
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

訓

令

○
東
京
都
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
処
務
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
調
査
課
）…
�

○
東
京
都
保
健
所
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
監
察
医
務
院
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
病
院
経
営
本
部
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
市
街
地
整
備
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

規

則

東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
八
号

東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
第
一
項
の
表
政
策
企
画
局
の
部
外
務
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

戦
略
事
業
部

戦
略
事
業
課

第
八
条
第
一
項
の
表
総
務
局
の
部
総
務
部
の
項
中
「
法
務
課
」
を
「
法
務
課

グ
ル
ー
プ
経
営
戦
略
課
」
に
改

め
、
同
部
行
政
改
革
推
進
部
の
項
を
削
り
、
同
表
財
務
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局

総
務
部

総
務
課

企
画
計
理
課

戦
略
部

戦
略
課

デ
ジ
タ
ル
推
進
課

デ
ジ
タ
ル
改
革
課

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
推
進
部

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
推
進
課

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
課

デ
ジ
タ
ル
基
盤
整
備
部

情
報
シ
ス
テ
ム
企
画
課

情
報
シ
ス
テ
ム
運
用
課

第
八
条
第
一
項
の
表
産
業
労
働
局
の
部
総
務
部
の
項
中
「
企
画
計
理
課
」
を
「
企
画
調
整
課

計
理
課

」
に
改

め
る
。

第
十
九
条
の
表
総
務
部
の
部
総
務
課
の
項
第
十
三
号
中
「
及
び
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
り
、

同
部
渉
外
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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第
十
九
条
の
表
外
務
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

戦
略
事
業
部

戦
略
事
業
課

一

国
際
金
融
都
市
・
東
京
の
実
現
に
向
け
た
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

外
国
企
業
誘
致
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
等
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
条
の
表
総
務
部
の
部
法
務
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

グ
ル
ー
プ
経
営
戦
略
課

一

東
京
都
政
策
連
携
団
体
の
指
導
、
監
督
等
に
係
る
総
合
的
な
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

行
政
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
及
び
部
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

外
部
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

監
査
委
員
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
条
の
表
行
政
改
革
推
進
部
の
項
を
削
り
、
同
表
人
事
部
の
部
職
員
支
援
課
の
項
第
五
号
中

「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
を
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
部
制
度
企
画
課
の
項
第
七

号
中
「
総
務
事
務
集
約
組
織
の
開
設
準
備
」
を
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
運
営
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
表
主
計
部
の
部
財
政
課
の
項
第
七
号
中
「
事
業
評
価
」
を
「
政
策
評
価
及
び
事
業
評

価
」
に
改
め
、
同
部
予
算
第
一
課
の
項
第
一
号
中
「
財
務
局
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
」

を
加
え
、
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
各
部
課
の
分
掌
事
務
）

第
二
十
一
条
の
二

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
各
部
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

総
務
部

総
務
課

一

局
の
組
織
及
び
定
数
に
関
す
る
こ
と
。

二

局
所
属
職
員
の
人
事
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

三

局
所
属
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

四

局
事
務
事
業
の
管
理
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

五

局
事
務
事
業
に
関
す
る
法
規
の
調
査
及
び
解
釈
に
関
す
る
こ
と
。

六

局
の
公
文
書
類
の
収
受
、
配
布
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

七

局
の
情
報
公
開
に
係
る
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

八

局
の
個
人
情
報
の
保
護
に
係
る
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

九

局
事
務
事
業
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

十

局
事
務
事
業
の
情
報
化
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

局
内
他
の
部
及
び
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

企
画
計
理
課

一

局
事
務
事
業
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

局
事
務
事
業
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

局
事
務
事
業
の
行
政
評
価
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四

局
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

五

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
含
む
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と
。

戦
略
部

戦
略
課

一

情
報
通
信
施
策
に
係
る
調
査
、
総
合
的
な
企
画
及
び
基
本
的
計
画
の
立
案
及
び
推
進
に
関

す
る
こ
と
。

二

情
報
通
信
施
策
に
係
る
国
等
と
の
連
絡
調
整
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

三

区
市
町
村
の
情
報
通
信
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
部
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

四

部
内
他
の
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

デ
ジ
タ
ル
推
進
課

一

デ
ジ
タ
ル
関
連
経
費
の
把
握
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

二

Ｉ
Ｃ
Ｔ
人
材
の
育
成
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
及
び
部
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

デ
ジ
タ
ル
改
革
課

一

構
造
改
革
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
及
び
部
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

行
政
手
続
及
び
業
務
改
革
に
係
る
企
画
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
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デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
推
進
課

一

東
京
の
成
長
に
資
す
る
先
端
事
業
の
総
合
的
な
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
活
用
に
係
る
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

三

官
民
連
携
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
に
向
け
た
取
組
に
関
す
る
こ
と
。

四

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五

部
内
他
の
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
課

一

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ

Ｄ
ａ
ｔ
ａ

Ｈ
ｉ
ｇ
ｈ
ｗ
ａ
ｙ
の
構
築
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

５
Ｇ
ア
ン
テ
ナ
基
地
局
等
設
置
に
係
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
及
び
ア
セ
ッ
ト
の
開
放
に
関

す
る
こ
と
。

三

ス
マ
ー
ト
東
京
実
施
戦
略
に
係
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

四

島
し
よ
地
域
の
情
報
通
信
基
盤
の
整
備
、
保
守
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

デ
ジ
タ
ル
基
盤
整
備
部

情
報
シ
ス
テ
ム
企
画
課

一

デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二

デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
係
る
設
備
工
事
の
設
計
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

部
内
他
の
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

情
報
シ
ス
テ
ム
運
用
課

一

区
市
町
村
の
情
報
化
施
策
の
推
進
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
部
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

二

共
通
基
盤
シ
ス
テ
ム
及
び
業
務
改
善
に
係
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
基
盤
の
運
用
、
管
理
及
び
企
画
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

三

デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。

四

デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
係
る
設
備
工
事
の
監
督
及
び
設
備
の
保
守
に
関
す
る
こ
と

（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
二
十
三
条
の
表
広
報
広
聴
部
の
部
広
報
課
の
項
第
八
号
中
「
の
運
用
、
管
理
及
び
連
絡
調
整
等
」

を
「
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
広
報
活
動
」
に
改
め
、
同
表
都
民
生
活
部
の
部
地
域
活

動
推
進
課
の
項
第
二
号
中
「
地
域
国
際
化
」
を
「
多
文
化
共
生
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
二
の
表
ス
ポ
ー
ツ
推
進
部
の
部
事
業
推
進
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

第
七
十
七
回
国
民
体
育
大
会
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
の
開
催
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
の
表
都
市
基
盤
部
の
部
調
整
課
の
項
第
十
号
中
「
下
水
道
法
の
施
行
」
を
「
流
域
別
下

水
道
整
備
総
合
計
画
の
策
定
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、

第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
表
資
源
循
環
推
進
部
の
部
計
画
課
の
項
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を

第
七
号
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
表
健
康
安
全
部
の
部
薬
務
課
の
項
第
七
号
中
「
覚
せ�

い�

剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取

締
法
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
表
総
務
部
の
部
企
画
計
理
課
の
項
を
削
り
、
同
部
総
務
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

企
画
調
整
課

一

産
業
政
策
及
び
雇
用
就
業
政
策
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

産
業
政
策
及
び
雇
用
就
業
政
策
に
係
る
情
報
の
収
集
、
統
計
及
び
調
査
分
析
に
関
す
る
こ

と
。

三

局
事
務
事
業
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

局
事
務
事
業
の
行
政
評
価
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

計
理
課

一

局
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
二
十
七
条
の
表
商
工
部
の
部
経
営
支
援
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

食
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
部
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
二
十
七
条
の
表
農
林
水
産
部
の
部
食
料
安
全
課
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

食
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

東
京
産
食
材
の
地
産
地
消
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
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第
二
十
七
条
の
表
農
林
水
産
部
の
部
食
料
安
全
課
の
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
三

号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

食
品
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
食
品
産
業
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
部
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

別
表
三

一
の
部
㈡
の
項
を
削
り
、
同
表
四
の
部
㈠
の
項
中
「
霞
ヶ
丘
町
付
近
土
地
区
画
整
理
事

業
」
を
「
東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
」
に
改
め
、
同
表
五
の
部
㈠
の

項
中
「
江
東
区
青
海
三
丁
目
地
先
」
を
「
江
東
区
海
の
森
二
丁
目
四
番
七
十
六
号
」
に
改
め
、
同
表
七

の
部
㈠
の
項
中
「
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
十
番
三
号
」
を
「
新
宿
区
百
人
町
三
丁
目
二
十
五
番
一

号
」
に
、
「
大
田
区
本
羽
田
三
丁
目
四
番
三
十
号
」
を
「
大
田
区
羽
田
旭
町
十
番
十
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
三

五
の
部
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
消
防
庁
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
九
号

東
京
消
防
庁
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
消
防
庁
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
企
画
調
整
部
の
部
企
画
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

九

東
京
消
防
庁
の
構
造
改
革
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
の
表
装
備
部
の
部
航
空
隊
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

航
空
業
務
の
安
全
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
二
項
中
「
情
報
化
推
進
担
当
課
長
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
担
当
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
消
防
総
監
の
職
務
の
代
理
）

第
十
五
条

消
防
総
監
に
事
故
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
消
防
総
監
が
欠
け
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
が
当
該
各
号
の
順
序
に
よ
り
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

一

次
長

二

消
防
総
監
及
び
次
長
を
除
き
、
階
級
が
最
上
位
に
あ
る
者

三

消
防
総
監
が
別
に
指
定
す
る
職
に
あ
る
者

２

消
防
総
監
の
職
務
の
代
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
消
防
総
監
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
四
号

政

策

企

画

局

総

務

局

財

務

局

戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部

東
京
都
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
処
務
規
程
（
平
成
三
十
一
年
東
京
都
訓
令
第
四
十
一
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
五
号

総

務

局

財

務

局

福

祉

保

健

局

保

健

所

東
京
都
保
健
所
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
第
一
項
の
表
生
活
環
境
安
全
課
の
項
第
一
号
及
び
第
五
条
第
五
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」

を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
六
号

総

務

局

財

務

局

福

祉

保

健

局

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー

東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
（
平
成
十
五
年
東
京
都
訓
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
第
十
号
中
「
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
」
を
「
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
」

に
改
め
、
「
許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
、
認
定
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
表
企
画
調
整
部
の
部
健
康
危
機
管
理
情
報
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
三

号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

セ
ン
タ
ー
の
実
施
す
る
研
究
に
係
る
計
画
、
進
行
管
理
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
広
域
監
視
部
の
部
薬
事
監
視
指
導
課
の
項
第
一
号
中
「
許
可
」
の
下
に
「
（
保
管
の
み

を
行
う
製
造
所
の
登
録
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
七
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

地
域
連
携
薬
局
及
び
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
、
届
出
の
受
理
及
び
監
視
指
導
等

に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
広
域
監
視
部
の
部
薬
事
監
視
指
導
課
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
適
合
性
確
認
に
係
る
申
請
の
受
理
及
び
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
十
一
号
中
「
許
可
」
の
下
に
「
（
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
の
登
録
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
同
条
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

地
域
連
携
薬
局
及
び
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
を
す
る
こ
と
（
薬
事
監
視
指
導
課
長

に
限
る
。
）
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
七
号

総

務

局

財

務

局

福

祉

保

健

局

監

察

医

務

院

東
京
都
監
察
医
務
院
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附
則
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
八
号

総

務

局

財

務

局

福

祉

保

健

局
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病

院

経

営

本

部

東
京
都
病
院
経
営
本
部
処
務
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
訓
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
十
六
条
第
一
項
の
表
医
事
課
の
項
第
五
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
看
護
科
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
の
表
看
護
科
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

病
床
の
稼
働
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
九
号

総

務

局

財

務

局

産

業

労

働

局

中

央

卸

売

市

場

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
の
表
事
業
部
の
部
業
務
課
の
項
第
十
四
号
中
「
計
画
及
び
調
整
並
び
に
」
を
「
調
整
及
び
」

に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
移
転
・
経
営
支
援
担
当
課
長
」
を
「
経
営
支
援
担
当
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
号

総

務

局

財

務

局

都

市

整

備

局

市
街
地
整
備
事
務
所

東
京
都
市
街
地
整
備
事
務
所
処
務
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
の
表
補
償
課
の
項
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
同
表
事
業
課
の
項
中
第
十
六
号
及
び
第
十

七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
表
選
手
村
基
盤
整
備
課
の
項
第
三
号
中
「
施
工
」
を
「
施
行
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

七

マ
ル
チ
モ
ビ
リ
テ
ィ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
調
査
、
測
量
及
び
設
計
並
び
に
工
事
の
施
行
及

び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
一
号

総

務

局

財

務

局

都

市

整

備

局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲
第
百
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
の
表
開
発
指
導
第
一
課
の
項
第
一
号
中
「
開
発
行
為
等
」
を
「
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
宅
地
造
成
工
事
等
」
を
「
宅

地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基
づ
く
宅
地
造
成
工
事
等
」
に
改
め
、
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同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
基
づ
く
特
定
開
発
行
為
の
許
可
、
技
術
的
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

第
三
条
の
表
開
発
指
導
第
二
課
の
項
第
一
号
中
「
開
発
行
為
等
」
を
「
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発

行
為
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
宅
地
造
成
工
事
等
」
を
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
に
基
づ
く
宅
地

造
成
工
事
等
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特

定
開
発
行
為
の
許
可
、
技
術
的
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
建
築
指
導
第
二
課
の
項
中
「
、
小
平
市
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


